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エクアドルの森林植生分布（STCP, 2018）

• 森林被覆率：50.5%
• 天然林：12.5百万（99.4%）；

植林地：14.5万ha（1.6%）

• 国家森林プランテーション・
インセンティブプログラムに
よる人工林の増加

• 森林所有権：公有（38.8%）; 
私有（5.9%）; 不明（55.3%）

• 森林減少率：0.6%（1990～
2015年）

1. エクアドルの概況

1-1) 森林資源
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 主要な商業用樹種：バルサ、
ユーカリ、マツ等

 バルサ：国際市場の90%を供
給

 ベニヤ・木質ボード生産、バ
ルサ材加工、木質チップとパ
レット生産（パルプと紙生産能
力は低い）

 木材製品輸入＞輸出：パルプ
と紙の輸入（総額の85.8％）

 アマゾン地域からの木材は国
内市場（約120樹種が取引） 樹種毎の伐採量の内訳 （STCP 2018）

1-2) 林業セクター概要

4

21%

17%

13%8%
5%

5%

31%

バルサ

ユーカリ

ラジアータパイ

ン
ペテレビ

Pachaco

チーク

その他



1-3) 主要な商業用樹種・伐採量・目的

樹種 俗名 伐採量（m³） 主な用途／目的

Ochroma pyramidale バルサ 794,359. 45 輸出

Eucalyptus globulus ユーカリ 619,243. 35 輸出（木材チップ）、燃材、建設用

Pine radiata ラジアータマツ 470,493. 80 合板、家具、建設用

Cordia alliodora Laurel 284,644. 57 OSB, 木材パレット、家具

Schizolobium parahybum Pachaco 188,986. 82 建設用、木材パレット

Tectona grandis チーク 181,915. 43 輸出

Pollalesta discolor Pigue 132,948. 35 木箱、木材パレット、建設用

Brosimum utile Sande 66,247. 84 合板

Trichospermum spp Pichango 61,772. 54 建設用

Brosimun sp. Lechero 43,908. 35 建設用、合板

- Other species 844,659. 69 -

合計 3,689,180.19

• エクアドルの林業生産に関する一貫性のあるデータは存在しない

エクアドルの主要な商業用樹種、伐採量と目的（2017年）
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生産量は、本事業で収集した情報に基づき推定



1-4) 森林認証

• FSC-FM認証面積（57,000ha）：すべて植林地で、認証を受け

た天然林管理はない

• 植林地面積の39％がFSC-FM認証を受ける（4事業者）

• FSC-管理木材：バルサとユーカリ

エクアドルの森林認証面積（2018年）

認証の種類 認証数 認証面積（ha）
FSC -FM 4 57,466.09
FSC –CW 2 -
FSC-CoC 17 -
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1-5) 木材・木材製品輸出の概況
（製品、輸出国別）

• 製材（バルサ、バナック、インブイヤ ）：中国、米国、デンマーク、ドイツへ輸出

• ベニヤ：米国、コロンビア、メキシコへ輸出

• 丸太（チーク）：インド、中国、バングラデシュへ輸出（ただし2017年から原木輸出が禁止）

• 木質チップ（ユーカリ）：日本へ輸出

エクアドルの木材製品輸出状況（米ドル）
出典：UN Comtrade Database

7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

百
万

（
米

ド
ル

） 丸太（4403）

木質チップ（4401）

製材（4407）

合板（4412）

木製建具（4418）

米国; 24.8

コロンビ

ア; 17.8

中国; 14.1

インド; 
13.5

ペルー; 
10

日本; 3.1

デンマー

ク; 2.9

スペイン; 
2.3

ドイツ; 2

その他; 
9.7

エクアドルの2017年の木材製品輸出相
手国（金額ベース） HSコード44品目
出典：ITC (2018)



8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Th
ou

sa
nd

 U
SD

Sawnwood

Woodchips

1-5) 木材・木材製品輸出の概況（対日本）

出典: Trademap （2018）に基づく



• 木材供給源

 植林地（私有地）

 天然林（私有地）：持続的森林管理（択伐）、簡易森林管理計画
（択伐）、土地利用転換（皆伐）

 その他：パイオニア・フォーメーション（自然倒木、インフラ開発）、
アグロフォレストリー

• 関係政府機関

 農水産省：植林地とアグロフォレストリーの伐採・輸送許可

 森林局（環境省）：天然林の伐採・輸送許可

 GAD（Gobierno Autónomo Descentralizado） ：県レベルの森林
管理・保全計画の策定・実施・モニタリング

2. 木材の伐採-輸送

2-1) 合法的な木材の供給源と関係政府機関
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• 土地利用転換からの木材量は統計情報なし
植林地：産業用木材の総供給量の約50％を占める

木材供給源毎の生産量（2007年~2011年）
出典：Palacios and Malessa（2013）

2-2) 木材供給源毎の伐採量
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2-3)エクアドル木材の生産と市場
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プロセス 内容

① 植林地登録
• 植林地の登録は義務ではないが、伐採許可、植林補助金申

請に必要
• 植林地の登録には、土地所有や納税者番号（RUC）等の書

類が必要

② 森林インベントリと

伐採計画

• 農水産省のガイドラインに基づく

• 事業者はインベントリに基づいて、年間伐採計画を作成

③ 農水産省専門家に

よる検査
• 現地検査：管理計画とインベントリーの検査

④ 伐採許可の発行 • 専門家の報告に基づき農水省は伐採許可（最長1年間）を発
行

2-4) 植林地の伐採
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植林地登録証
登録番号、植林地所有者、植林地面
積、位置情報等が含まれる

伐採許可証（植林地）
伐採プログラム番号、伐採区画面積、
樹種と許可された伐採量、有効期限
等
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プロセス 内容

① 統合的森林管理
計 画 （ Integral
Management
Plan）の作成

 持続可能な森林管理計画（PAFSUs）：択伐、中～大規模、
有効期間（2年）

 簡単管理計画（PAFSI）：択伐、小規模（1区画）、有効期間
（5年）

 土地利用転換（ZCL）：皆伐、天然林（総面積の30％以下）、
1年間有効

森林インベントリ
• 商業用樹木はすべて直径と樹高を計測し、位置情報を記

録（ZCLは樹種と量のみ）

② 森林監督官による
検査

• 管理計画の現地検査：計画とインベントリ検査

• 検査強度：PAFSUsとPAFSIは区域の25％、ZCLは区域
の100％

③ 伐採許可の発行
• 専門家の報告に基づき環境省は伐採許可（最長1年間）を

発行

2-5) 天然林の伐採
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• すべての事業者は森林管理システム（SAF）に登録（植林地の場合はSPF)
• 輸送許可（Guía de Circulación）：伐採許可に基づき、環境省（天然林）または

農水省（植林地）がオンライン発行（72時間有効）
• インボイス（Guia de Remisión）：すべての木材製品の輸送に必要
• 加工場の登録：木材製品の加工、販売、保管を行う施設はすべて環境省に登録が必要
• 加工業者の報告：環境省への収支情報の報告義務（年2回）

• 輸出許可証：木材製品の輸出には環境省（天然林由来製品）または農水省（植林
地由来）がオンライン発行

3. 木材の輸送・加工・輸出までの流れ
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輸送許可証（Guía de 
Circulación）：
• 商品所有者と事業者

の情報
• 伐採プログラム番号
• 商品購入者の情報
• 輸送手段の情報

• 製品名、樹種、伐採
量、輸送量

• 伐採許可番号
• 伐採許可タイプ

インボイス
（Guia de Remisión）
• 事業者名と住所、

製品の量と説明
• 輸送先の情報等
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木材のチェックポイント
• 全国に5箇所（固定）と移動式

検閲所

• すべての木材輸送はチェック
され輸送許可証にサイン

木材のチェックポイント
© Rodrigues L (2014) 



4. 輸出に関する法制度

• 国税庁（IRS）に登録し、企業納税者番号（RUC）を取得

• エクアドル中央銀行による証明書発行

• ECUAPASSシステムで輸出業者として登録、輸出税関申告
（DAE）の取得
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必要書類 内容 発行機関

インボイス 購入処理を示す商業文書 輸出者

輸出許可（Licencia de 
Exportación）

伐採許可に示された原産地、製品の種類、サ

イズ数量を記載

農水省（植林地）または環境省（天然

林）

梱包リスト 輸出者

原産地証明 輸出先の税関の要件を満たすため 貿易省

植物検疫証明書 動植物衛生管理局

船荷証券（BL／CRT／AWB
／TIF）

輸送／海運業者

（必要に応じて）燻蒸証明

書
登録している民間企業

CITES輸出許可証
取引業者がワシントン条約附属書掲載の木材

種を輸出する際に必要

CITES管理当局

（環境省国家生物多様性局）

木材製品の輸出に必要な文書
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輸出許可証
• 製品所有者と事業者情報
• 伐採プログラム番号
• 港、輸送手段情報

• 製品情報（製品タイプ、樹
種、量）

検疫証明書 CITES許可証
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5.リスク関連情報

＜不明瞭な土地所有権＞

• 約60％の土地が適切な土地所有権の登録を行っていない（USAID 
2012)

• 先住民と入植者は、エクアドル・アマゾン地域の森林面積60％（630
万ha）を慣習的に所有（Oxfam, 2007）。

＜森林管理計画・インベントリ＞

• 55件の違反（2004～2010年）：森林管理計画・インベントリに関する
虚偽情報（樹種名、材積）や輸送許可の売買等（エクアドル環境省,
2010)

• 木材ロンダリング（Mejia and Pacheco, 2013) 
• 小規模伐採業者とインフォーマルな林業セクター（NEPCon, 2017) 
• 現場検査の課題

• 短期的な森林管理計画

• 土地利用転換（農地や放牧地）と開発プロジェクトに起因する高い
森林減少率
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6. まとめ

• エクアドルの木材製品輸出は増加傾向：日本への木材チップ

• アマゾン天然林由来の木材は国内マーケットが主流

• 伐採量に関すると統計情報の不足: 土地利用転換、小規模伐
採業者、契約植林地農家

• 輸出許可証に示された伐採許可プログラム番号について確認
が重要

• 米国の輸入業者はFSC認証を求める場合が多い

• エクアドルに関する関連情報

 Timber Trade Portal: 
http://www.timbertradeportal.com/countries/ecuador/

 NEPCon: https://www.nepcon.org/sourcinghub/timber/timber-ecuador
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